
中津川（県） －

標準的使用と同じ

一般住宅、店舗兼住
宅等が混在する既成
住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 100 150 150 低層住宅地

-

(都)
(70,200)

今秋以降にリニア中央新幹線の新駅建設予定地が公表予定であ
り、当該発表により予定地周辺の取引が活発化するものと予測
する。

中山道の宿場町として歴史ある地域であり、地域要因に特段の
変化は見受けられない。

特にない。

本件では、近隣地域における賃貸市場が極めて限定的であり収益建物想定自体に実現性を欠くため、収益還元法の適用
ができなかった。取引事例比較法の適用に当たっても、十分な事例が収集できなかったため４事例の採用に止まったが
、各事例の特徴に応じた補修正を行うことにより、市場の実態を反映する価格を試算することができた。したがって、
市場性を反映する比準価格を重視し、公示価格等との均衡にも留意して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

旧来からの歴史ある熟成した住商混在地域であり、現状を維持して推移するものと思料するが、人口の高齢化及び減少
傾向は強まるものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 18,600円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

18,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

中津川 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

-4.0
+3.0
+38.0
0.0
0.0

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政
その他

0.0
0.0
0.0
+2.0
0.0
0.0

⑦
内
訳

中津川駅
北東 3.4km

中津川
3.4km

(8)

北東7m市道

(都)
(70,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　
　７ｍ市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先1 岐阜県 所属

分科会名 東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

314
( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 24.0 ｍ、　規模 310  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

18,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
25,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.1％ ％

136.5 ］
99.0［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

中津川市落合字落合町８８９番１外

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

18,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那 -

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

-3.0
-0.8
+10.0
0.0
0.0

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政
その他

0.0
0.0
0.0
+2.0
0.0
0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
20,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

105.8 ］
98.5［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 12日平成 25年 7月 1日

5,780,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 18,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は旧中津川市郊外の住宅地域であり、特に旧中津川市北東部の住宅地域との価格牽連性が強い。主な需要者
は、市内在住者あるいは市内通勤者であり落合地区に地縁性を有する個人が中心である。近隣地域及びその周辺での取
引は少なく、また発生する取引は隣地売買や親族間売買等の個別事情が介在するものが多く、中心価格帯の把握が困難
な状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一
地点）である場合の検討

中津川（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

渡 邉　貴 紀



中津川（県） －

低層住宅地

丘陵地に開発された
小規模住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 20 30 低層住宅地

-

(都)
(60,200)

人口減少率は県全体を上回り土地取引件数も微減しているものの
、リニア関連による新規事業からの波及は大いに期待される。

地域要因に変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

アパート等の賃貸物件も存するが、当該地域においては自用目的の取引が中心であり、賃貸借市場は未成熟であることから
収益価格の規範性は低い。一方、比準価格は周辺における実勢価格を価格判定の基礎とするものであり、実証的であること
から規範性は高い。よって比準価格を標準に収益価格を比較考量し、更に指定基準地からの検討も踏まえ、鑑定評価額を上
記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市郊外に位置する住宅地域であり、未利用地も見られる。今後も現状のまま推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 16,700 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

16,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

中津川 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.6

+23.0

+28.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

中津川駅
北西方 7.5km

中津川
7.5km

(8)

北6.6m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　
　６．６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先2 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

408

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

17,000 円／㎡

8,950 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2 ％ ％

151.8 ］

99.1［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

中津川市苗木字狩宿４５４７番１３０

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

16,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.6

+19.6

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

20,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

118.8 ］

98.5［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 5日 正常価格

平成 25年 7月 10日平成 25年 7月 1日

6,730,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 16,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は苗木地区を中心とする中津川市郊外の既成住宅地域。主たる需要者は圏内に居住する個人を中心とする。丘陵
地にある市郊外の住宅地域で新旧の戸建住宅が見られるが、相対的に利便性が劣る地域で農地や未利用地も少なくなく、需
給の弱含み傾向が続いている。なお需要の中心となる価格帯は土地のみで総額６００万円程度、新築戸建は２，０００万円
前後となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

向川原　毅彦







中津川（県） －

標準的使用と同じ

農地も残存する中に
、一般住宅が集まる
住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 40 20 30 低層住宅地

-

(都)１低専
(60,100)

今秋以降にリニア中央新幹線の新駅建設予定地が公表予定であ
り、当該発表により予定地周辺の取引が活発化するものと予測
する。

利便性の向上から住宅地域としての人気が高まりを見せており
、農地から住宅への転用が増加している。

特になし。

近隣地域は、第１種低層住居専用地域の住宅地域であり、発生する取引の大部分は自己居住目的のものである。本件に
おいては、収益還元法も適用したが市場参加者は不動産の収益性よりも市場において発生した取引実例を意思決定の指
標としていることから、収益価格は参考に止め市場実態を反映する比準価格を重視するとともに、公示価格等との均衡
を考慮して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

周辺には農地も見られるが、近隣地域周辺での店舗出店等により利便性が向上し住宅地としての人気は高まりを見せて
おり、今後も宅地化が進行していくものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 32,900円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

32,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

中津川 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

0.0
+2.7
+10.0
+2.0
0.0

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政
その他

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

⑦
内
訳

中津川駅
東 1.2km

中津川
1.2km

(8)

北6m市道

(都)１低専
(60,100)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　
　６ｍ市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先5 岐阜県 所属

分科会名 東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

232
( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

32,900 円／㎡

18,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
37,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0％ ％

115.2 ］
99.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

中津川市中津川字上金往還上１１８４番９

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

32,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那 -

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

-2.0
-19.6
-25.0
+2.0
0.0

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政
その他

0.0
0.0
0.0
+2.0
0.0
0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
20,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

60.3 ］
98.5［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 12日平成 25年 7月 1日

7,630,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 32,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、市内南東方に位置する中心市街地の外延部の住宅地域である。需要の中心は、３０代を中心とする市内
在住あるいは市内通勤の一次取得者である。近隣地域周辺では近年小規模開発による宅地供給が散見されるがいずれも
比較的好調な売行きであり、市場での人気は相対的に高い。中心となる価格帯は、土地総額で７００～１，０００万円
程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一
地点）である場合の検討

中津川（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

渡 邉　貴 紀



中津川（県） －

戸建住宅地

国道背後で水田が多
く農家住宅が散在す
る地域

11

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 100 25 25 戸建住宅地

-

都計外

人口減少率は県全体を上回り土地取引件数も微減しているものの
、リニア関連による新規事業からの波及は大いに期待される。

地域要因に変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

収益性に基づく取引は皆無に等しく、居住環境に着目した自用目的の取引が中心である。市場参加者は実際の取引価格を重
視する傾向にあり、比準価格の説得力は高い。よって本件では比準価格を妥当と判断して採用し指定基準地との検討も踏ま
え、上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

山間の農家集落地域であり農地も多く広がる。今後とも現状のまま静態的に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 8,430 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

坂下駅
南東方 1.6km

坂下
1.6km

(8)

北西4.7m市道

都計外

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　
　４．７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先6 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

591

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

8,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.5 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

中津川市山口５１７番１

-3.0

0.0

形状

方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

8,270

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.1

-0.4

+32.0

0.0

+24.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

14,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

164.8 ］

98.6［ ］ 97.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 5日 正常価格

平成 25年 7月 10日平成 25年 7月 1日

4,910,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 8,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市郊外に位置する農家集落地域を中心に隣接市町の村落地域も含む。主たる需要者は地縁性を有する個人が中
心で圏外からの参入者は少ない。農地が広がる山間の農家集落地域であるが、都心部への人口流出が長らく続いており、需
給は総じて低調である。なお土地取引が少なく需要の中心となる価格帯を把握するのは困難であるが概ね土地のみで総額４
００万円程度と思料する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

向川原　毅彦



中津川（県） －

低層住宅地

農地が多い中、農家
住宅等が散在する閑
静な住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 50 150 100 低層住宅地

-

都計外

人口減少率は県全体を上回り土地取引件数も微減しているものの
、リニア関連による新規事業からの波及は大いに期待される。

蛭川地区の人口減少率が高く、過疎化が懸念される。

個別的要因に変動はない。

収益性に基づく取引は皆無に等しく、居住環境に着目した自用目的の取引が中心である。市場参加者は実際の取引価格を重
視する傾向にあり、比準価格の説得力は高い。よって本件では比準価格を妥当と判断して採用し、上記の如く鑑定評価額を
決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

山間の農家集落地域であり農地も多く広がる。今後とも現状のまま静態的に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 5,490 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

恵那駅
北方 11.1km

恵那
11.1km

(8)

東5m市道

都計外

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　
　５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先7 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

513

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 22.0 ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

5,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.6 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

中津川市蛭川字岩谷１７８２番７

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 5日 正常価格

平成 25年 7月 10日平成 25年 7月 1日

2,770,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 5,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は蛭川地区を中心とする農家集落地域で隣接市町の村落地域も含む。主たる需要者は地縁性を有する個人が中心
的である。旧来からの農家集落地域で静態的に推移しており、取引状況も近親者等限定的となる場合が多いことから、需給
は低調であると思料する。なお土地取引が少なく需要の中心となる価格帯の把握は困難であるが概ね土地のみで坪当たり１
５，０００円強程度と思料する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

向川原　毅彦







中津川（県） －

標準的使用と同じ

中規模住宅のほか、
公共施設、店舗等も
見られる住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 20 100 低層住宅地

-

都計外

今秋以降にリニア中央新幹線の新駅建設予定地が公表予定であ
り、当該発表により予定地周辺の取引が活発化するものと予測
する。

特段の変化は見受けられない。

特になし。

近隣地域及びその周辺地域においてアパート等の収益物件はほとんどなく、賃貸市場が形成されるに至っていないため
、収益還元法を適用することができなかった。比準価格の試算に当たっては、阿木地区内の事例を十分収集できなかっ
たが、地域の状況が類似する山間集落の事例を採用することにより、市場の実態を反映する価格を試算し得た。よって
、比準価格をもとに時系列的な価格推移のほか指定基準地との均衡をも踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

阿木地区は山間の８００世帯程度の集落であるが、人口の高齢化が加速しており今後も当該傾向が続くものと予測され
る。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 8,750円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政
その他

⑦
内
訳

阿木駅
南東 750m

阿木
750m

(8)

北西5.5m県道

都計外

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　
　５．５ｍ県道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先10 岐阜県 所属

分科会名 東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

356
( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

8,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.9％ ％

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

中津川市阿木字寺領３番１

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

8,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那 -

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

-2.5
+15.4
+40.0
0.0
0.0

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政
その他

0.0
0.0
0.0
+5.1
0.0
0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
14,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

157.5 ］
99.3［ ］ 100［ ］

105.1［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 12日平成 25年 7月 1日

3,030,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 8,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、中津川市及び恵那市の山間の集落地区である。阿木地区内の取引が非常に少なかったため、同地区内の
事例のほか隣接する恵那市恵南地域の事例をも採用した。主たる需要者は、阿木地区在住者あるいは別荘やセカンドハ
ウス利用を前提とする都市部の個人である。山間集落においては、取引が極めて限定的でありまた発生する取引は隣地
取得や親族間売買等が多く、中心価格帯の把握が困難な状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一
地点）である場合の検討

中津川（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

渡 邉　貴 紀











中津川（県） －

低層店舗兼住宅地

一般住宅、店舗兼住
宅の混在する商業地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 40 50 低層店舗兼住宅地

5

-

(都)近商
(80,300)

準防

人口減少率は県全体を上回り土地取引件数も微減しているものの
、リニア関連による新規事業からの波及は大いに期待される。

国道１９号沿いに一部大型店舗の出店が見られる他、地域要因に
変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

当該地域に貸店舗や雑居ビル等賃貸物件は見られるものの、自用によるものが中心であり収益物件を購入する需要者は殆ど
見受けられない。一方比準価格は市場の実勢を表しており実証的で信頼性は高い。よって、比準価格を標準に収益価格を斟
酌し、公示価格を規準とした価格等との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

駅前の既成商業地域であるが繁華性は乏しい。今後は住商混在地域への移行が進むと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 47,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

46,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

中津川 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.5

+5.0

+1.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

中津川駅
南方 750m

中津川
750m

(8)

北東6m市道

(都)近商
(80,300)

準防

（その他）　　　　

特にない ６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先1 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「えびす町６－２」

②地積

（㎡）

119

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 17.0 ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

48,000 円／㎡

31,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.5 ％ ％

112.0 ］

98.8［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

中津川市えびす町１７１４番１１外

ない

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

46,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那 -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+10.0

+0.7

+40.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

70,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

152.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 5日 正常価格

平成 25年 7月 10日平成 25年 7月 1日

5,530,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 46,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

37,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は中津川市中心市街地に位置する既成商業地域及び周辺の住商混在地域。主たる需要者は当該圏域に地縁性をも
つ個人及び法人が中心的である。駅前の中心的商業地域であるが商況は厳しい状況が続いており、近年目立った出店もなく
需給は弱い。近年は住宅地域へと移行しつつある地域も見受けられる。なお取引が少なく需要の中心となる価格帯の把握は
困難であるが概ね土地のみで坪１５万円程度と思料する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中津川（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

向川原　毅彦




